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ら
く
鍍
山
経
営
の
卓
氏
的
管
子
軽
重
乙
篇
的
企
業
法
は
、
他
の
凡
ゆ
る
企
業
に

も
用
い
ら
れ
た
と
推
定
し
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
ζ

の
推
定
を
可
能
に
し
た

ζ

と
は
古
代
政
治
史

・
社
合
同史
・

経
済
史
の
研
究
に

E
大
な
貢
献
を
す
る
と
私

は
信
A
Y
る
。
と
K
か
く
氏
の
こ
の
力
作
は
、
将
来
多
く
の
批
制
刊
に
堪
え
つ
つ
、

常
に
有
力
な
文
献
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
書
乃
頁
に
は
、
明
敏
な
上

原
氏
に
よ
っ
て
正
し
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

秦
に
闘
す
る
政
治
思
想
史
的
論
文
を
書
い
て
い
る
栗
原
朋
信
氏
は
、
「
始
皇

帝
の
泰
山
封
科
と
秦
の
郊
叩
」
な
る
題
下
に
、

次
の
如
く
論
ヂ
る
。
。対

・
秦
な

と
抜
凶
諸
王
は
、
自
ら
の
皇
租
を
受
命
の
君
と
信
じ
、
圏
内
の
聖
地
た
る
泰
山

や
努
な
と
で
郊
犯
と
腐
祭
を
行
っ
た
。
始
皇
は
そ
の
統
一
事
業
を
受
命
租
霊
の

加
護
に
よ
る
と
信
じ
た
か
ら
、
祭
天
告
代
式
は
む
ろ
ん
泰
の
聖
地
礎
知
で
執
行
し

た
。
特
に
一本
山
で
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
何
も
な
い
。
史
記
を
精
讃
し
て
も
、

い
わ
ゆ
る
始
皇
泰
山
封
綿
は
単
-
な
る
延
命
不
死
の
祈
願
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
始
皇
が
巡
幸
各
地
で
行
っ
た
山
祭
と
何
ら
異
る
も
の
で
は
な
い
。
泰
山

を
祭
天
告
代
の
唯

一
の
聖
山
と
し
た
の
は
、
漢
儒
の
思
想
に
外
な
ら
ぬ
。
漢
は

突
起
の
王
朝
で
、
固
有
の
霊
地
が
な
い
か
ら
、
武
帝
の
封
瀞
で
は
泰
山
が
代
用

さ
れ
、
以
後
漢
儒
が
皐
読
と
し
て
固
定
化
し
た
。
武
帝
の
泰
山
封
騨
で
は
祭
天

告
代
も
行
っ
た
が
、
む
し
ろ
延
命
不
死
の
個
人
的
祈
願
が
中
心
秘
儀
だ
っ
た
。

し
か
し
光
武
帝
k
h
x
い
て
は
、
個
人
的
秘
儀
は
全
く
す
て
ら
れ
、
公
開
的
な
祭

天
儀
曜
の
み
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
封
調
」
が
完
全
に
政
治
的
儀
腫

と
化
し
た
の
で
あ
る
。

栗
原
氏
は
主
と
し
て
始
皇
の
封
締
史
資
を
精
究
し
、

裏
づ
け
と
し

τ漠
代
に

お
け
る
封
開
の
設
展
史
を
も
述
べ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
ゆ
え
始
皇
の
泰

山
に
お
け
る
延
命
不
死
祈
願
「
の
み
」
が
、
漢
代
で
は

「封
稗
」
と
し
て
論
ぜ

ら
れ
、
ま
た
武
帝
は
何
ゆ
え
「
ζ

と
さ
ら
に
」
泰
山
を
封
稗
の
聖
山
と
し
て
え

ら
ん
だ
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
必
ヂ
し
も
明
答
は
輿
え
て
い
な
い
。
私
の
知
る

限
り
、
か

つ
て
一一
耐
永
光
司
氏
は
封
稗
|
泰
山
l
紳
健
上
刀
土
と
い
う
開
通
園
式

を
作
り
、
そ
の
解
明
を
行
っ
こ
(封
解
読
の
形
成
、
東
芝
用
品
眠
)。
繭
永
氏
に
よ

f
F六
披
七
抗
。

一
九
五
四
年

」

る
と
、
「
泰
山
封
秤
は
湾
地
出
身
の
方
士
が
権
勢
に
近
づ
く
策
謀
で
あ
っ
た
」
と

す
る
。
「
か
れ
ら
は

一
種
の
知
識
的
呪
術
者
だ
っ
た
が
、
泰
山
が
古
く
か
ら
有
ナ

る
政
治
性

・
信
仰
性
を
封
稗
と
結
合
し
、
新
し
い
王
者
と
し
て
の
秦
漢
の
帝
王

を
背
景
と
し
て
、
自
ら
の
権
勢
の
場
を
作
ろ
う
と
し
た
。
帝
王
も
泰
山
も
信
仰

も
儒
回
世
宇
も
歴
史
も
、
す
べ
て
か
れ
ら
方
土
の
繰
る
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
」
嗣
永
氏

の
論
議
に
は
や
や
濁
断
が
あ
る
。
そ
の
貼
は
栗
原
氏
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
て
い

る
が
、

一踊一
永
氏
の
す
ぐ
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
栗
原
氏
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
殺
さ

れ
て
い
る
と
思
う
。

(
一
九
五
七
年
十
二
月
十
四
日
記

・
宇
都
宮
清
士
口
)

重
松
先
生
古
稀
記
念
九
州
大
事
東
洋
史
論
叢

-269ー

九
州
大
学
東
洋
史
研
究
室
編

昭
和
三
十
二
年
六
月
九
州
大
拳
東
洋
史
研
究
室
夜
行

重
松
俊
章
先
生
年
譜
、
著
作
目
録
並
に
古
稀
照
相
附

A
5
版
本
文
三
四
五
頁
重
松
先
生
の
憶
い
出
一
七

頁

非

賀

品

重
松
先
生
の
古
稀
記
念
の
九
州
大
皐
東
洋
史
論
叢
は
寄
贈
を
頂
い
て
宮
崎
先

生
の
所
に
来
て
い
る
が
、
そ
の
紹
介
を
書
け
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
最
近
着
賞

な
成
果
を
事
げ
て
居
ら
れ
る
九
大
東
洋
史
研
究
室
の
粋
を
集
め
た
右
の
で
あ
り
、

そ
の
上
い
ち
早
く
讃
め
る
の
は
何
よ
り
の
幸
せ
と
、
が
ら
に
も
な
く
、
つ
い
う

っ
か
り
引
き
受
け
た
も
の
の
、
ベ
ン
を
取
ろ
う
と
し
て
は
た
と
蛍
惑
、
後
悔
先

K
立
た
デ
で
あ
る
。
重
松
先
生
は
じ
め
精
密
な
論
文
十
二
篇、

三
四
五
頁
K
及

び
、
と
と
ま
で
理
解
出
来
た
か
し
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
叉
内
容
の
概
要
の
略
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記
を
連
ね
て
は
無
能
に
み
え
、
自
分
の
狭
い
視
野
か
ら
か
れ
こ
れ
つ
つ
け
ば、

揚
足
取
り
に
な
る
。
何
れ
に
し
て
も
本
旅
無
能
、
祝
意
を
表
す
る
に
止
め
、
卒

凡
な
紹
介
を
書
く
ζ

と
と
し
た
。

九
州
大
観
の
東
洋
史
談
峰
初
代
数
授
と
し
て
就
任
さ
れ
た
昭
和
三
年
か
ら
定

年
退
官
さ
れ
る
ま
で
十
七
年
に
わ
た
り
、
九
大
の
東
洋
史
制
究
者
を
育
て
あ
げ

ら
れ
た
九
州
大
山
学
名
替
数
援
重
松
俊
章
先
生
が
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
古
稀

の
蒜
を
迎
え
ら
れ
た
の
を
記
念
し
て
、
先
生
に
教
え
を
受
け
た
方
た
ち
が
執
筆

さ
れ
た
、
誠
に
意
義
深
川
ド
諭
滋
で
あ
る
。

一
説
、
と
の
論
文
も
着
貨
に
史
貨
に

基
き
論
一
主
配
さ
れ
て
い
て
、
理
論
に
走
る
事
な
く
、
謙
虚
に
し

τ確
信
に
糊
ち
て

い
る
。
し
か
も
問
題
は
重
要
な
基
本
的
問
題
に
正
面
か
ら
肉
迫
し
、
ほ
り
下
げ

て
行
く
、

ζ

の
事
は
非
常
な
努
力
の
結
果
K
他
な
ら
な
い
。
そ
の
馬
に
文
章
が

紛
議
み
難
く
、
叉
冗
長
に
感
ぜ
ら
れ
る
所
の
あ
る
も
止
む
を
得
な
い
が
非
常
に

讃
み
と
た
え
の
あ
る
、
気
も
ち
の
よ
い
論
議
で
あ
る
。
か
t
A

る
後
継
者
を
養
成

さ
れ
た
先
生
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、

本
論
叢
叉
先
生
の
古
稀
を
記
念

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
、
心
か
ら
誠
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

各
政
は
先
生
の
論
文

「仙
川
教
東
漸
初
期
の
教
界
と
そ
の
東
流
の
一
大
動
機
」

で
か
ざ
ら
れ
て
い
る
。
停
説
的
な
も
の
を
排
い
の
け
、

中
凶
例
数
出
陣
来
初
期
の

欣
況
を
史
料
的
に
明
か
に
し
、
後
中
?
で
、
例
数
東
漸
の
動
機
を
月
支
族
の
政
後

等
、
西
川
棋
の
政
治
的

・
民
族
的
な
歴
史
的
後
件
か
ら
解
明
さ
れ
て
い
る
。
中
悩

例
数
史
を
、
西
域
諸
地
方
と
世
界
史
的
力
率
的
な
剛
係
に
か
い
て
考
察
す
べ
き

と
感
じ
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
教
示
を
受
け
る
所
が
多
か
っ
た
。

江
嶋
中川
町
雄
氏
、
「遼
東
馬
市
に
か
け
る
私
市
と
所
謂
開
原
南
側
馬
市
」
は
、
明

代
遼
東
に
於
け
る
馬
の
官
市
と
私
市
の
関
係
を
明
に
し
、
宮
市
の
制
約
を
つ
き

破
っ
て
、
馬
市
場
外
で
の
私
的
交
易
が
盛
と
な
り
、
そ
の
中
心
が
関
原
-岡
山
側
市

で
、
後
そ
れ
が
女
直
に
許
可
さ
れ
た
の
が
、
後
の
関
原
南
側
馬
市
で
あ
る
と
い

ぅ
、
馬
市
か
ら
互
市
場
へ
の
設
展
へ
と
い
う
、
従
来
殆
ん
と
未
開
拓
の
分
野
を

解
明
し
た
も
の
。
馬
の
問
題
、

遼
東
に
お
け
る
女
直
と
の
交
易
等
明
朝
の
み
な

ら
歩
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
重
要
な
要
素
を
な
す
問
題
の
展
開
に
期
待
さ
れ
る
。

岸
田
勉
氏
、

「米
元
掌
論
考
」
は
給
五
史
上
注
白
さ
れ
る
米
前

(元
章
)
に
つ

い
て
、
最
も
似
眠
れ
た
自
由
な
主
税
主
義
的
創
作
家
の一

人
で
あ
フ
た
と
の
一許
債

を
輿
え
て
い
る
ο

唐
か
ら
宋
へ
、
中
悶
近
世
史
へ
の
鱒
換
に
首
っ
て
、
新
し
い

精
一脚
生
活
の
展
開
を
、
世
田
昌
術
論
の
面
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。
中
村
治
兵
衛
氏
、

「山
東
農
村
の
似
音
信
仰
」
は
、
氏
のん
は
地
別
査
に
基
さ
、
昨
院
城
川畑
冷
水
活
妊
の

如
意
法
門
と
裕
ナ
る
首
曾
を
中
心
に
考
察
さ
れ
、
歴
代
宗
教
的
秘
密
結
祉
の
研

究
に
示
唆
を
問
問
え
る
も
の
で
あ
る
。
牧
野
修
二
氏、

「大羽生
凶
の
城
に
つ

い
て
の

一
考
察
」
は
、
元
副
の
史
料
に
甘
お
き
，
大
理
凶
の
居
住
地
名
に
多
く
附
せ
ら
れ

る
械
に
つ
い
て
、
進
ん
で
そ
の
枇
曾
構
造
の
研
究
へ
と
追
求
さ
れ
た
、
新
し
い

分
野
へ
の
研
究
で
あ
る
。

つ
づ

い
て

一
聯
の
論
文
は
こ
聯
と
い
っ
た
の
は
筆
者
の
勝
手
の
解
縦
で
あ

る
が
)
、
南
北
朝
か
ら
唐
へ
か
け
て
の
、
所
請
中
凶
中
世
史
の
枇
曾
経
済
の
重
要

な
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
ο

唐
代
研
究
の
歴
史
が
長
い
に
か
ぶ
わ
ら
夕
、

不
明
の
事
が
多
く
、
叉
南
北
朝
史
と
切
り
離
し
て
は
な
ら
ぬ
事
も
痛
感
さ
れ
て

い
な
が
ら
な
か
/
¥
つ
な
が
ら
な
い
事
が
多
い
。
こ
の
中
世
と
言
わ
れ
る
時
代

は
、
土
地
を一
辿
じ
、
被
支
配
者
一
人
一
人
を
直
接
凶
家
が
把
出
世
し
て
、
政
治
・

財
政

・
祉
舎
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
動
き
が
、
さ
ま
ん
¥
の
形
で
消

長
を
も
ち
つ
つ
、
設
展
し
て
い
る
u

し
か
も
そ
れ
に
針
立
す
る
反
劉
勢
力
と
の

有
機
的
間
関
係
に
ムぶい
て、

一
直
線
に
す
L

ま
ね
貼
に
問
題
の
複
雑
さ
が
あ
る
。

さ
て
越
智
重
明
氏
、
「劉
裕
政
地
と
義
照
土
断
」
は
、
南
朝
に
あ
っ
て
、
土
断
と

い
う
凶
家
地
力
の
展
開
と
家
族
と
の
削
係
、
更
に
そ
れ
を
通
じ
て
官
僚
貴
族
と

い
う
新
性
格
の
設
生
に
つ
い
て
追
求
し
て
い
る
。
ζ

の
問
題
は
叉
唐
朝
ま
で
、

-270ー
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形
は
獲
る
が
も
ち
越
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
従
来
一
腹
論
じ
登
く
さ
れ
た
か
の

感
の
あ
る
北
朝
軍
制
に
根
気
よ
く
迫
フ
て
、
菊
池
英
夫
氏
は
、
「
北
朝
軍
制
に
於

け
る
所
謂
郷
丘
ハ
・
に
つ
い
て
」
に
於
い
て
、
郷
丘
ハ
の
問
題
を
分
析
し
、
北
朝
後
期

の
常
備
軍
が
、
鮮
卑
軍
闘
の
外
に
、
漢
人
土
着
編
戸
了
男
の
義
務
兵
徴
兵
制
を

建
前
と
し
て
hs
り
、
家
族
の
部
曲
等
私
兵
を
利
用
し
て
、
後
者
の
鎖
充
K
よ
り

中
央
槌
力
の
軍
事
的
基
礎
の
繍
大
を
は
か
フ
て
行
っ
た
事
を
論
じ
て
居
る
。
府

兵
制
へ
の
途
、
叉
在
地
家
族
勢
力
が
寄
生
官
僚
化
す
る
過
程
等
、
惰
唐
に
至
る

中
世
史
の
流
れ
に
お
い
て
問
題
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

草
野
靖
氏
、
「
唐
律
に
み
え
る
私
賎
民
|
奴
舛

・
部
曲
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

は
、
従
来
の
部
曲
・
客
女
が
上
級
賎
一
民
で
あ
る
と
の
設
を
否
定
し
、
部
曲
は
賎

民
身
分
で
な
く
、
封
建
的
な
主
僕
の
道
徳
観
念
に
支
え
ら
れ
規
定
さ
れ
た
身
分

で
あ
っ
て
、
時
抗
生
原
因
と
し
て
、
衣
食
の
道
を
失
フ
た
孤
幼
の
収
益
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
論
置
し
、
か
-A

る
制
度
の
成
立
は
、
閣
家
政
策
上
の
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
る
事
を
論
じ
て
い
る
。
単
に
賎
民
問
題
と
し
て
で
な
く
、
北
周

均
田
制
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
所
に
、
新
し
い
着
限
が
あ
り
、
A

人
民

の
あ
ら
ゆ
る
生
活
を
把
握
し
規
定
し
よ
う
と
い
う
こ
の
時
代
の
基
本
的
な
と
ら

え
方
は
、
前
述
菊
池
氏
の
論
文
と
の
関
連
K
お
い
て
よ
く
理
解
さ
れ
、
叉
日
野

開
三
郎
教
授

「
天
質
以
前
に
於
け
る
麿
の
戸
口
統
計
に
就
い
て
」
に
も
内
面
的

な
つ
な
が
り
を
も
っ
。
唐
代
の
戸
口
統
計
が
均
回
制
、
財
政
的
に
必
要
な
限
り

の
も
の
で
、
そ
の
ま
ミ
信
滋
す
る
に
足
り
な
い
事
は
、
従
来
大
ざ
っ
ぱ
に
は
認

め
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
詳
細
に
数
字
的
に
追
求
し
、
更
に
零
細

な
史
料
を
活
用
し
て
論
述
さ
れ
た
も
の
。
表
面
は
統
計
数
字
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
問
題
と
な
る
所
の
基
本
的
な
、
社
品
目
・
政
治
史
的
な
問
題
に
つ
い
て
論
及
さ

れ
、
示
唆
を
受
け
る
所
亦
大
き
い
。
私
見
を
ま
じ
え
れ
ば
、
本
論
考
に
よ
る
如

く
、
時
に
は
正
式
戸
ロ
統
計
に
ほ

r
近
い
莫
大
な
閤
家
権
力
外
の
客
戸
が
存
在

す
る
所
の
均
田
制
批
舎
の
寅
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
も

そ
も
麿
朝
図
家
権
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
な
ど
大
き
な
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
。
次
に
松
永
雅
生
氏
「
爾
税
法
以
前
に
於
け
る
唐
代
の
差
科
(
其

一
)
」
は
、
雨
税
法
以
前
で
は
、
従
来
地
方
的
な
力
役
で
あ
る
雑
径
を
強
制
的

に
催
す
と
い
う
説
明
を
否
定
し
、
地
方
的

・
臨
時
的
・

戸
等
割
酌
の
賦
課
で
あ

っ
て
、
具
体
的
K
は
戸
税

・
資
謀
等
叉
供
傾
差
科
等
で
あ
る
と
し
て
、
戸
税
の

考
察
で
終
り
、
以
後
は
、
綴
篇
に
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
唐
代
は
前
牢
と
後
半
で

制
度
・
社
禽
・

経
済
的
に
大
勝
換
を
し
て
い
る
が
、
公
文
書
で
は
、
同
じ
用
語

で
書
か
れ
な
が
ら
、
内
容
が
展
開
し
て
縫
っ
て
い
る
世
間
混
飢
が
多
い
。
今
・
な
お

正
確
に
は
不
分
明
な
貼
の
多
い
こ
の
分
野
に
、
近
時
着
貨
に
一
歩
々
々
迫
っ
て

行
か
れ
る
氏
の
業
蹟
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

宋
代
の
も
の
で
は
、
宋
代
弓
箭
手
口
に
よ
る
照
河
路
の
農
地
開
設
を
詳
細
に

明
か
に
し
た
河
原
由
郎
氏
、
「
照
寧
年
聞
に
於
け
る
際
河
路
の
農
地
開
設
に
つ

い
て
」
が
あ
り
叉
金
幽
侵
入
と
そ
の
復
奮
封
策
と
し
て
、
南
宋
が
荒
田
開
設
の

魚
に
採
っ
た
就
耕
者
負
捻
減
免
制
度
で
あ
る
課
子
制
に
つ
い
て
の
、

山
内
正
博

氏、

「南
宋
の
謀
子
」
が
あ
る
。

最
後
に
、
竹
岡
勝
也
、
楠
本
正
縦
、
目
加
田
誠
、
鈴
木
正
、
島
尾
敏
雄
、
庄

野
潤
三
氏
等
諸
氏
の
「
重
松
先
生
の
憶
い
出
」
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
先
生
の

警
咳
に
接
し
た
ζ

と
の
な
い
者
に
も
、
先
生
の
人
が
ら
を
努
霧
せ
し
め
、
先
生

を
園
む
研
究
室
の
空
気
を
感
じ
、
九
大
東
洋
史
の
早
風
と
、
と
う
し
て
か
L

る

記
念
論
叢
が
出
来
上
っ
た
か
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
制
腔
の
敬
意
と
祝
意
を
表
ナ

る
次
第
で
あ
る
。

(
善
峰
憲
雄
)

-271-


